第１４１回　労働政策審議会職業安定分科会　労働力需給制度部会　　傍聴記
 文責（ACW2伊藤）

日　時　2009/12/22
場　所　厚生労働省省議室

議　題　（１）今後の労働者派遣制度のあり方について

配布資料　資料１　部会報告案

　　　　　　　資料２　雇用契約申し込みみなし制度について

http://files.acw2.org/20091222.pdf
＊下記の審議会傍聴記は、あくまで、伊藤の聞き取りですので、一部聞き取れなかったところなどあり、

正確でないところもあることを了承してください。　赤字は、特徴的意見
清家公益委員（座長）　部会報告案について資料に基づき提案

　使用者側からは、女性の場合ニーズが高い、製造業の何が問題なのか、問題が少なく高いニーズがあるという意見が出ていた。

そこで、今回、９、暫定措置等として、登録型派遣の原則禁止について、施行日から更に２年までの間、比較的問題が少なく労働者のニーズもある業務への労働者派遣については、適用を猶予することが適当とした。

みなし雇用規定について、配布資料２による。第１点は、派遣先に違法があり派遣先に直接雇用とされる第２に、違法派遣の雇用の申し込みがされる　第３に、派遣労働者が受諾して、元との労働契約と同じ内容で受託の日から１年間の雇用契約となるとした。

秋山使用者側（会社社長）　中小企業への配慮を目に見えるようにして欲しい。製造業禁止、必要なときに必要な人材確保することが難しい、グローバル経済は、インドや中国は、日本を抜く勢いだ。常用雇用の製造業を例外規定としたが、登録型の例外規定も製造業務に適用すべきだ。女性の立場も認めて欲しい。育児休業取得や介護の代替認めるべきだ。紹介予定派遣も例外として欲しい。　登録型派遣、中小企業においても人材活用のニーズがあり、猶予して欲しい。施行期日、日雇い派遣のニーズがなくなるわけではない。ハローワークで人材マッチングうまくいくかわからない。
　　　　　中小企業への猶予、施行を見ながら検討してほしい。

市川使用者側（全国中小企業団体中央会）　登録型の例外規定の②ワークライフバランスのためにも、正社員のためにも必要だ。派遣労働者自身のワークライフバランスのためにも必要だ。正社員より短

　　　　　　時間勤務で、残り時間を介護や、育児、学業に専念して、海外旅行にも行けるように考慮できる。　　　　製造業の派遣にも、登録型派遣の①から④の例外を認めてくれるようにお願いしたい

　　　　台湾では、高齢者派遣をうまく活用している。紹介予定派遣も多く正社員に直雇用されている。

　　　　製造業務ということで、１０っぱ一からげにしないで欲しい。派遣切り、どういう業種で起きたのか詳細に分析して欲しい。日本産業分類で見たとき、どの業種でおきたのか分類したうえで、そうした業種に限って禁止すべきだ。製造業一般にするの反対だ。副作用が大きい。

　　　　９の暫定措置が、論点に挙げられたのは評価する。中小企業への影響最小限にして欲しい。

高橋使用者側（経団連）　暫定措置が明記されたこと評価したい。日経新聞の今朝の社説に、派遣労働者保護に逆行する法改正であると書いてある。雇用を増やすどころか、減らすことに違和感がある。

　　　　原則禁止に違和感を感じる。登録型派遣原則禁止の暫定措置２年後まで需給ギャップ35兆円の解消時間がかかる。問題は少なく、労働者にもニーズがある。当分の間、猶予する、最初から２、３年でなく、もう少し柔軟にありかたについて、対応して欲しい。製造業務については、２人の委員と同じ意見、登録型と同じ例外入れて欲しい。３点目、みなし雇用規定、採用の自由に抵触しないか
　　　　１部、障害者雇用や均等法問題など、社会全体で受け入れられている採用と違う。違法だということで採用の自由を制限されてもいいのか。労働契約法の合意原則、違法派遣、派遣先にも問題があるが派遣元にも原因がある。違法派遣を防止することは重要。合意原則や採用の自由を侵すことなく別途の対応が必要。派遣先企業名公表、罰金や、派遣元には次の派遣先を見つけることを

　　　　義務付けてできない場合、訴訟で訴えられるなどにして欲しい。

事務局　　みなし規定について、元で雇用されて、派遣先で指揮命令受けている。先で仕事も慣れていて

　　　　　　　先で、働きたいという労働者の希望がある。そういう派遣の特殊性から、派遣先へのみなし規定になっている。

長谷川労働側委員　去年の１２月、９９年、２００３年改正でも、ずっと議論があった。派遣の問題点指摘してきた。様子見ようといっている間に、登録型の問題がおきてきた。製造業で何がおきてきたか真摯に認めて欲しい。しっかりと議論すべきだ。中小企業つらいというが、中小企業でもうんとがんばっているところもある、そこそこ、だめなところいろいろある。中小企業一般で言わないで欲しい。
　　　　もう少し改善をあげて、使用者側、罰則付けて効果上がっているか、企業名公表して効果上がってるか・労働者は、先に仕事があるのだから先に雇用するのが必要だ、それを望んでいる。

　　　　みなし雇用制度について、一定期間とは、どの期間なのか、訴訟になったとき、立証責任は、どこか

　　　　労働者が責任を負うのは重い、使用者側が負うべき。

事務局　　違法派遣　継続的行為　違法派遣が終了してから一定期間違法かどうか、争いになった場合認定しやすい　
鎌田公益委員　一定期間について、調べてみる

　　　　　　　立証責任について、違法の要件　労働者の方からの立証前提に、使用者がせざるを得ない。
長谷川労働側委員　一定期間、立証責任　次回、次々回　検討課題にして欲しい

小山労働者側委員　労働者にとってどうなのかが問題。必要なときに必要な人材を使える都合は、経営側の都合で、雇用の不安定を生んできた。最初は、専門業務、高い知識が必要なものに限定されたものが９９年に原則自由化されてすべての分野に広がり、雇用の不安定が作られた。仕事が継続してあるのではなく、賃金が上がるのではなく下がってきた。人を雇うのではなく、派遣先の使用者責任を持たなくなくていい雇用は限定されるべきだ。規制緩和を見直し、抜本改正に望む公益案について大筋において評価したい。課題がある。製造業原則禁止に常用雇用例外としているが、特定派遣事業について、禁止ではない。平成１６年　１万１千５００事業所だった特定派遣は、平成２０年４万２千と３万も拡大している。特定派遣が４倍にも増大している。雇用の安定、常用雇用が安定的なところもあると思うが、そうでないところも多い、常用は、届出制ではなく許可制にして欲しい。早期に切り替えないと、原則禁止の裏側で問題ある事業所が増える。
事務局　　136回資料　弱感、常用のほうが、雇用が不安定。事業報告自体を出さない企業に対しては

　　　　　　出せと指導している。出さないところは、無期限の事業停止にしているところ。

長谷川労働側　みなし雇用について、労働者が、みなし雇用を受諾したとき、雇用保険・社会保険を先に

　　　　　　雇用されたとき、遡及して適用考えられないのか

事務局　申し込みみなしが応諾から遡及できるかという問題は、先に切れ目なく、同じところに雇用されて　

　　　　　いた場合はいいが、先に対して業務を提供していない期間まで雇用を遡及してはできない。
長谷川労働側委員　登録型と常用型は、どうやって知ることができるのか
事務局　　労働者は、労働契約の際に、労働条件明示書で、常用かどうかわかる。派遣元から常用か、登録か明示される

長谷川労働側委員　期間制限違反の場合、派遣先への期間の定めのない雇用と考えていいのか？

事務局　　派遣元と同様の契約を先に申し込める。

長谷川労働側委員　　派遣元と反復契約更新された場合は、

事務局　　派遣元と結んだ契約であって、反復契約更新かどうかではない。

市川使用者側委員　　実態調査すべき、めずらしく小山委員と意見一致した。派遣先に講習会すべき、行儀の悪い企業にはルールを守るようにして淘汰すべき。許可と届け出のあり方、中小企業にもいろいろある。そのとおり。辛いから景気が悪いからではなくて、季節的仕事、構造的人出がいる。まともにやっている所まで派遣が使用できなくなるのは問題。
高橋使用者側委員　向き合っていないと言われているが、報道は、悲惨なケースをとりあげている。一方でニーズもある。問題が生じたからは納得できない。元と同じ労働契約は、派遣先は預かり知らないこと、それを労働契約申し込むのはおかしい。
事務局　みなし規定、違法みなしは、労働者が受託するさい、派遣先から派遣元へ問い合わせがある。

　　　　　マージンは、元の社員なので、派遣労働者は第三者にならない。秘密漏えいにならない。

清家公益委員　3者構成で妥協できる方針案を、年内に報告できるようにしたい。次回は12・2514時
